
平成 27 年 1 月 28 日 制定 

 令和 3年 10 月 1 日 改正 

 令和 5年 3月 1日 改正 

大東文化大学公的研究費不正防止計画 

大東文化大学 不正防止計画推進部署 

(統括管理責任者、研究推進室) 

1．方 針 

「大東文化大学公的研究費の適正管理に関する規程」(平成 27年 1月 28 日施行) 第 26 条に基づ

き「不正防止計画」を策定し、公表する。 

なお、内部監査において指摘を受けた事項についても改善していく。 

２．年間の重点実施事項について 

NO 主な実施事項について 実施を定めた規程等 

１ 「誓約書」の提出の徹底 

 研究代表者、研究分担者（学内）に誓約書の提出を課す。ま

た、同じ誓約書の提出を公的研究費に携わる統括管理責任者

（学務局長、副学長）、コンプライアンス推進責任者（学部長、

所長、センター所長）、同副責任者（学科主任、研究推進室事務

長）及び研究費を扱う事務職員に対しても課すことで、構成員

全員に、公的研究費が税金等貴重な財源により賄われているこ

とや、その使用に対して責任があることを十分に認識させる。 

「大東文化大学公的研究費

の支出管理に関する取扱要

領」第４条 

２ コンプライアンス教育の徹底 

 研究代表者、研究分担者（学内）、最高管理責任者（学長）、

コンプライアンス推進責任者（学部長、所長、センター所長）、

同副責任者（学科主任、研究推進室事務長）及び研究費を扱う

事務職員が場所や時間を選ばずに受講できるよう一般財団法人

構成研究推進協会の APRIN e ラーニングプログラムの指定した

コースの受講を課す。研究推進室にて研究者の受講履歴、成績

を把握できるようにする。 

「大東文化大学公的研究費

の適正管理に関する規程」

第９条 

３ 研修会・説明会の実施 

科研費の公募開始に合わせて科研費申請説明会を実施し、研

究費の不正使用が発生しないよう説明会の中で研究費の取扱い

についても注意を促す。 

「大東文化大学公的研究費

の適正管理に関する規程」

第１０条 

４ 科研費相談窓口の開設 

両校舎に研究推進室の窓口における科研費担当の事務職員の

配置を継続するとともに、外部業者と契約した研究コーディネ

ータ相談窓口を開設し、研究倫理も含めた研究に関する各種相

談ができる体制を引き続き継続する。 

「大東文化大学公的研究費

の適正管理に関する規程」

第１１条 



５ 研究データの保管・開示 

 研究者は研究のために収集又は作成した研究データを一定期

間、鍵のある所に一定期間保管・保存することを周知、徹底す

る。 

「大東文化大学研究活動の

不正行為に関する規程」 

第４条 

６ 啓発活動の実施 

 不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的とし

て、全学及び各学部等の単位でそれぞれ啓発活動を行う。 

「大東文化大学公的研究費

の適正管理に関する規程」

第６条、第７条 

７ 科研費予算執行のルール周知 

科研費の執行について、ルールの運用を厳格化し、併せて研

究者に対して理解していただくよう、繰り返し研究者に周知す

る。 

「大東文化大学研究費ハン

ドブック」 

８ リスクアプローチに基づいた内部監査の実施 

監査室と十分な協議の上、リスク項目を洗い出し、リスクが

見受けられる可能性がある研究者及び品目を中心に監査を実施

する。 

「大東文化大学公的研究費

の適正管理に関する規程」

第２７条 

９ 発注・検収業務の効率化 

教員の立替をできるだけ減らすとともに、研究推進室の発

注・検収業務の簡素化・効率化を目指す。 

「大東文化大学公的研究費

の支出管理に関する取扱要

領」第３条、第５条、第６

条、第７条 

 

３．2022 年度内部監査（2021 年度分科研費）での指摘事項について（抜粋） 

NO 指摘事項について 改善対策 

１ 原則として研究推進室からの発注・納品が

求められている単価 10万円以下の「換金性

の高い物品」について、ルール誤認により

研究者本人が発注・立替購入したものがあ

った。 

学内研究者への更なる注意喚起を行っていく。 

２ 研究推進室からの発注が定められている 10

万円以上のその他費に該当する Open Access

費の執行において、ルール誤認により研究

者本人が発注・立替購入したものがあっ

た。 

学内研究者への更なる注意喚起を行っていく。 

  



 

４．不正防止計画年間スケジュール 

NO 重点実施事項 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 

1 「誓約書」の提出の徹底 ○ ○ ○ ○  ○ ○      

2 コンプライアンス教育の

徹底 
○ ○ ○ ○  ○ ○      

3 研修会・説明会の実施     ○        

4 科研費相談窓口の開設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5 研究データの保管・開示 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 啓発活動の実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 科研費予算執行のルール

周知 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8 リスクアプローチに基づ

いた内部監査の実施 
   ○ ○ ○ ○      

9 発注・検収業務の効率化       ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 以上 


